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二

……CχTCI　　 当庁が認 定 した事実はヽ 次の とおりです・　　　　　　 ∧
ｙ l'∃ ⊇L1　 平成 １ ９年 １月 ３ ９日

a.一心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．(１) 請 求人 は、承継人 との２人 世帯であり、３年前に四 の手術を行ってい

た が、 発覚したため、㎜ 病院に入院したこと。
（２）承継人は、処分庁を訪れたこと。

承継人は、請求人は６６歳々本同日四S 病院に入院したが国民健康
保険未加入であるごと、同保険料を滞納していること、前月まで日雇労働
で月額四Iﾓl 程度の収入があったが同爿は不就労であること、老齢厚生
年金収ﾇﾌ 百額約㎜ 円であること、請求人(7)子は消息不明であるこ
と及び承継大は６３歳で不就労無収入であること等述べ、請求人の入院に
伴う医療費等の負担ができない旨述べたこと。
これに対し処分庁は、国民健康保険加入を勧め、同保険料滞納については
分割納付の相談をするよう、そめ後、具体的な医療費の請求に対し、高額
療養費支給制度の活用をするよう助言したこと。また、具体的な入院費の
請求は発生しておらず、請求があってから支払方法等について四
病院に相談するよう助言し、また相談があれば来庁するよう伝えたこと。

２　同年１月３ ０ 日
承継大は開庁時刻に処分庁を訪れ、｢医療費の負担ができない。申請します。｣
と述べたこと。これに対し処分庁は、保護申請書一式を手交し、記入方法を説
明したこと。

３　同年２月２日
承継大は処分庁を訪れ、保護申請書一式を提出し、処分庁はこれを受領した

こと。･･
４　同年３月６日

処分庁は、平成１ ９年２月２日付け保護開始とする本件処分甲を行なったこ
と。

５　同年４月３日　　　　　　　　　　 十
請求人は当庁に対し、審査請求甲を提起したこと。

６　同年４月２３日　　　　　　　　　　　　　　　　'･
処分庁は請求人に対し、本件処分甲を取消し、平成１９年１月３０日付け保

護開始とする本件処分乙を通知したこと。
７　同年５月７日
請求人は当庁に対し、審査請求６を提起したこと。

第４　審査庁の判断
３
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１　 審 査 請 求 甲 は 、前 記認 定 事 実 ６ の とお り、本 件 処 分 甲が 既 に 取 り消 さ れ て お

り 、 処 分 そ の も の が 存在 し ませ ん の で 不 適 法 で あ り ます 。

よ っ て 、 以 下 審 査 請 求 乙 につ い て 判 断 し ま す ○　　　　　　　、　　　　　　　　　　゙
２　 保護 開 始 申請 に つ い て

（１） 法 は 、「保 護 は 、 要保 護 者 、 そ の扶 養 義 務 者 又 は そ の他 の 同 居 の 親 族 の 申

請 に 基 い て 開始 す る も の とす る。」（第 ７条 ） と規 定 し てい ま す が 、保 護 の 開

始 申 請 は 、法 の 規 定 や そ の 趣 旨 か ら 、必 ず 定 め ら れ た 方 法 に よ り行 わ な け れ

ば な ら な い とい うよ うな 要式 行 為 で は な く 、非 要式 行 為 で あ る と 解 さ れ てい

ま す 。二一 方 、 生 活 保 護 法 施 行 規 則 （昭 和 ２ ５年 厚 生 省 令 第 ２ １ 号） は 、「保

護 の 開 始 又 は 保 護 の変 更 の 申 請 は 、（中 略 ） 書 面 を 提 出し て 行 わ な け れ ぱ な

ら な い 。」（第 ２条 第 １ 項） と 規 定 し てい る も の の 、当該 規 定 も 書 面 に よ る 申

： 請 を 保 護 の 要 件 とし てい る も の で は な い と 解 され てい ます 。こ れ ら のこ と か

∧　 ら 、保 護 の 開 始 申 請 は必 ず し も書 面 に よ り行 わ な け れ ば な ら な い とす る も の

で は な く 、 口頭 に よ る 申請 も認 め る余 地 が あ る と判 断 さ れ ま す。　　 ブ

た だ し 、口頭 に よ る 申請 につ い て は 、保 護 の 決 定 事 務 の 処 理 関係 や 保 護 申

請 の 意 思 や 申 請 の 時期 を 明 ら か に す る必 要 が あ る こ と か ら も 、単 に 申請 者 が

申請 す る 意 思 を 有 し てい た とい う の みで は 足 らず 、申 瞶 を 白頭 で 行 う こ と を

特 に 明 示 し て 行 うな ど 、申 請 意 思 が 客 観 的 に 明確 で な け れ 心:なち な い と解 き

れて い ま す 。

ま た 、「生 活 保 護 法 に よ る保 護 の 実 施 要領 に つ い て」（昭 和 ３ ８年 ４月 １ 日

社発 第 ２ ４ ６ 号厚 生省 社 会 局 長 通 知 ）にお い て 、保 護 の 開 始 時 期 にづ い て は 、

「急 迫 の 場 合 を 除 き 、原 則 と し て 、申 請 の あっ た 日以 降 に お い て 要 保 護 状 態

に あ る と 判 定 さ れ た 日 とす る こ と。」（第8^-3) と ざ れ てい ま す 。

（ ２）生 活 に 困窮 し て い る者 が保 護 の 実 施 機 関 に保 護 開 始 申請 の 相 談 に来 ら れ た

場 合 は 、当 該 生 活 困窮 者 が 生活 保護 制 度 の内 容 に つ い て 知 識 を 有 し ない 場 合

が多 く 、ま ず 実 施 機 関 にお い て 面 接 相 談 を 行い 、生 活 保 護 制 度 の 内容 を 十 分

説 明 す る 必 要 が あ りま す 。当 該 生 活 困 窮 者 は 、そ れ を 理解 し た 上 で 、申 請 を

行 う か 否 か判 断 す るこ と にな り ま す。

保 護 の 相 談 に 係 る 対 応 に つ い て は 、「生 活 保 護 行 政 を 適 正 に 運 営 す る た め

の手 引 き につ い て 」（平 成 １ ８年 ３月 ３ ０ 日社 援 保 発 第0330001 号厚 生 労 働

省 社 会 ・援 護 局 保 護 課 長 通 知 ） にお い て 、「保 護 の 相 談 の 段 階 か ら 「保 護 の

し お り」等 を用 い て制 度 の仕 組 み を 十 分 に 説 明す る と とも に 、他 法 他 施 策 や

地 域 の 社 会 資 源 の 活 用 等 につ い て の 助 言 を 適 切 に 実 施 す る ご と が 必 要 で あ

る。要 保 護 者 に 対 し て は き め 細 か な 面 接 相 談 、申 請 の 意 思 の あ る方 へ の 申請

手 続 へ の 助 言 指 導 を 行 うこ と と と も に、法 律 上認 め ら れ た保 護 の 申 請 権 を 侵

害 し な い こ と は言 うま で も な く 、侵 害 し てい る と疑 われ る よ うな 行 為 自体 も
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るまでの事実を認めることはできません。
犬 しかしながら、上記（１）のとおり、処分庁の不適切な対応が認められる
こと、また、認定事実２のとおり、承継人は２９日来所後、間を置かず翌日
の３０日の開庁時刻に処分庁を訪れ、保護申請の意思表示をしたのに対し、
処分庁は、前日の２９日に行った助言について何ら確認もせず保護申請書一
式を手交していることから、前日の２９日に処分庁の適切な対応があれば、
承継人は同日に申請の意思表示を行ったものと判断されます。
したがって、２９日には承継人からは明白な申請意思の表示はなく、申請
の意思が表示されたのは３０日であるとする処分庁の主張は、採用すること
ができません。

（３）以上のとおり、平成１９年１月２９日における処分庁の不適切な対応のも
とに行われた本件処分乙は、不当であるとの判断を免れ得ません。

第５　結論　　　　　　　　　　　　　　　　　 で　　　　　　　　　　。

以上のことから、審査請求甲については行政不服審査法（昭和３７年法律第
１ ６ ０号）第４０条第１項の規定に基づき、審査請求乙については同条第３項
の規定に基づき、主文のとおり裁決します。

平成１９年１０月９日

福岡県知事　　麻　生
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